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第２８回柏市下水道事業経営委員会会議録  

 

１  開催日時  

  令和３年１１月２５日（木）  午後３時～５時  

 

２  開催場所  

  水道部新庁舎  ４０１・４０２会議室  

 

３  出席者（※委員氏名の記載の順序は，不同です。）  

  （委員）   

  落合委員，石井委員，板倉委員，北川委員，北嶋委員，斉藤委員，

佐藤委員，椎名委員，鈴木委員，髙橋委員，谷委員，富田谷委員，

中屋委員，沼澤委員，吉澤委員  

  （事務局）   

  内田土木部理事，伊藤下水道経営課長，松崎下水道整備課長，片

山下水道維持管理課長，浅野河川排水課長  他４名  

 

４  議題  

  柏市下水道事業中長期経営計画  第１期前期計画の報告について  

 

５  議事（要旨）  

   柏市下水道事業中長期経営計画  第１期前期計画の報告（資料１） 

事務局から柏市下水道事業中長期経営計画  第１期前期計画の 報

告について説明を行い，質疑応答を行った 。質疑内容は以下のとお

りである。  

（Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）  

 

Ｑ： P.18 について，令和３年度に返金された流域下水道維持管理負

担 金 が 令 和 ２ 年 度 中 に 精 算 さ れ て い た 場 合 の 経 費 回 収 率 が １ ０

０％を超えたのは良いと思うが，一方で， P.19 の汚水処理原価に

ついては どう解釈 したらよいのか 。例えば，以前 ， 手賀沼の水 質

が悪 かったの で より綺麗な水を ， ということで柏市が意図的に 処
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理コストを上げているのか ，何かの 設備がトゥーマッチ でコスト

が上がってしまっ たのか。 それとも ，年間の 有収 水量が予定より

少なかったのか。補足説明していただけたらと思う。【鈴木委員】 

 Ａ：汚水処理原価が類似団体のグラフと比べて高いということは，

市としても気 が か りである 。近隣 や 全国の自治体と 比較し てみた

ところ，県内の近隣自治体とは同じような水準 となっており， １

００円を大きく上回る状況であ る 。埼玉や関西などの自治体で１

００円を割る汚水処理原価が低い自治体 があることは確認してい

るが，それが何故なのかま での 分析はできて いない 。 例えば，人

口密度が高く非常に効率的に設備投資できる自治体が安くなるの

か，流域下水道の管理が土地柄効率的に出来るような地域が安く

なるのか，もう少し深く分析をしていく必要があると思っている。

汚水処理原価の主な内容は， 建設コストが減価償却費としてかか

ること，流域 下 水 道の維持管理負担金 が 大きな経費と してかかる

ことである。【事務局】  

 Ａ：人口が集中している大規模な都市は，維持管理費が低くなる

傾向がある。P.19 の類似団体の平均値より３０円以上高いという

分析 について ，維持管理費が約２０ 億円 ，資本費が約１０ 億円 く

らい高いが， 全 国 で比べると整備が進んでいるほうなので，減価

償却費が 多く 残っていることが維持管理費を押し上げているとも

考えられる。【事務局】  

 

Ｃ ： １ ０ 月 に 下 水 道 の 出 前 講 座 を し て い た だ い た 。 １ ０ 年 位 前 に 下

水道の処理施設を見学させてもらったこともある。今回の出前講座

では，とても分かりやすく説明していただき，水を大切にしようと

か ， 台 所 か ら 下 水 へ 流 れ る も の を 綺 麗 に し よ う と か ， 参 加 者 か ら

色々な意見があった。市民への PR として良い活動だと思うので，

今後もよろしくお願いします。【沼澤委員】  

 

Ｃ：計画の指標では広報紙の発行回数しか記載がないが，沼澤委員

から意見があったように，出前講座などの活動を今後もぜひお願

いします。【落合委員長】  
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 Ｑ：地球温暖化の影響で雨が多くなっている。P.10 で雨水対策の実

績が１００％となっているが，今後どのような対策をしていくの

か。【髙橋委員】  

 Ａ : 雨水幹線整備については目標値に達成することができなかっ

た が ， ゲリラ豪雨などで冠水被害も多く発生しているので， 今

後 も 整備を 進 め て い き た い。 ま た ， 応急処置ではあるが， 道 路

冠水が家に 入 っ て こ な い よう土のうを積んだり ， 雨 水 管 の 中 に

水 位 計 を設置し， 水位を感知したら すぐに対応が取れるよう な

対策をしている。あと は，ハザードマップを 市 民 の か た に も っ

と 知っていただき ， 被害を最低限に食い止め ら れ る よ う 様 々 な

対策を今後も続けていく。【事務局】  

 

Ｑ：P.10 について，当初１０校整備予定だったものを７校に変更し，

その ７校 の整備が完成した ようだが，貯留・浸透施設設置事業整

備率が１００％となっていることについては。【落合委員長】  

 Ａ：大津川への負担を減らすため，雨水を貯めて浸透させる施設

を 学校敷地内に １ ０ 校 整備する計画 と していた 。 し か し ， 開 発

行為で調整池が整備されたことにより，目標 の 浸 透 率 を 達 成 す

ることができたので，計画上１００％となった。しかしながら，

これだけで雨水対策が終わったということではな い の で ， 先 ほ

ど説明した通り，今後も対策を続けていく。【事務局】  

Ｃ：貯留浸透施設を進めていくことで全体の流出量が違ってくると

思うので，各対策と並行していくことを期待している。【落合委員

長】  

 

Ｑ： P.7 の資本的収入と支出の収支差引について，恐らく１００万

円未満の調整でずれている のだと思うが，見た目を重視するので

あれば，整合を取ったほうがいいのでは。他にも２点質問があり，

まず１点目は P.22 の健全性把握率について，現状９７．５％伸び

ているということ だが，現在は包括委託前の７９ｋｍ を抜いた調

査済 管渠 延長４８７ｋｍを分母と していると 思うが， ７９ｋｍを

含めた５６６ｋｍを分母にし たほうが， 実態として 合っている 気

がした。 ２点目は ，緊急度Ⅰ・Ⅱについて今後整備 していくと い
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うことなのか。【北川委員】  

 Ａ：四捨五入の調整で数字にずれが生じている。承知した。【事務

局】  

 Ａ：１点目について，７９ｋｍについては詳細調査，４８７ｋｍ

については簡易カメラ調査 を 行 っ た 。 調査方法が違う た め ， 分

母 にも違いが 出てきている。 ま た ， 簡易カメラ調査で劣化等が

ひどかったところについては，詳細調査を実施している。  

   ２点目について，緊急度Ⅰは速やかに，Ⅱは補修しても５年

持たない，とストックマネジメント計画に記載されているため，

ⅠとⅡについて改築等の対策を練っていく。【事務局】  

 Ｃ：承知した。緊急度の 高いものを改善していくと，P.21 の有収

率 も 改 善す る 傾 向 に あ る と思 う の で ， そのあたりも考慮しなが

ら工事を計画をしていただければと思う。【北川委員】  

 

６  報告事項（資料２）  

 事務局から報告事項について説明を行い，質疑応答を行った。

質疑内容は以下のとおりである。  

 （Ｑは質問，Ａは回答，Ｃはコメントを表す。）  

 

Ｑ：修繕工事で入札不調があったということだが，繰越にはできな

かったのか。また，手賀沼流域下水道は７市が関連しているが，柏

市内で該当工事があったということなのか。【中屋委員】  

 Ａ :修繕費については，単年度会計となっており，基本的には繰越

ができない。今後は分からないが，令和２年度に企業会計へ移

行した現時点では，財政部局との中でも繰越はできないことに

なっている。大きい工事の場合，県では一般競争入札となるが，

手続きを上半期，工事を下半期にやることが多い。入札が流れ

てしまうと，適正な工期が取れないため，その工事が丸々翌年

度に流れることとなり，不調額が大きくなってしまう。県で管

理している幹線が８８．３ｋｍ，放流渠が５ｋｍあり，合計で

９ ３ ．３ｋｍ管理している。また，我孫子と印西の間に最終的

に汚水を処理する手賀沼終末処理場が４０ヘクタールある。幹

線と処理場のトータルで維持管理の予算を組んでいる。柏市は
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処理量（処理面積）案分で 約 ６ 割 を 負 担 し てお り ， ７ 市 の 中 で

１番の負担である。また，柏市内の幹線工事分を柏市が負担す

る，というわけではなく， 管 渠 と処理場の全体の工事額 に 対 し

て，６割負担をしていただくことになっている。  

   今回，返還額が大きいということで，市から報告していただ

いたが何点か補足がある。 P.3 に負担金の計算式「当該市の汚

水排出量×単 価」 とあるが ，単 価を 令和２年 度に 見直 した。５

年ごとに見直 しており，平成２６年度～令和 元 年 度 ま で は ， １

㎥当たり６２．２円負担だったが，令和２年度～令和６年度は

６４．１円となったので，単価改定により負担が増えてしまっ

た 。 あとは，負担金の予算の組み方だが，処理場に入ってくる

汚 水 量全 体×単 価 ×各 市の 割 合 で 計 算 し てお り ， 柏 市 の 場 合は

約 ６ 割 の負 担 で あ り ， ７ 市合 計 で 約 ５ ０ 億 の維 持 管 理 負 担 金 を

もらっている。 支出としては，処理場と管渠について，市でも

やっている包括的民間委託を企業体に委託しており，約２２～

２ ３ 億 円か か っ て い る 。 また ， 修繕費，職員経費，委託費，汚

泥処分費など合計する と約４５億 円 かかることになる。 ま た ，

減価償却費も計上される中で， 例 年 ２ ～ ３ 億円 く ら い の 返 還 を

し て い る。 突発的な工事などがあった場合 の対 応 も 必 要 な の で

そのような予算の組み方となっている。  

   入札差金については，入札で通らなかった場合には，翌年度

に流れてしまうので，お金を執行できない。また，設計時に積

算した金額と乖離があり，設計額に届か なかったということも

あった。処理場自体４０年くらい経つので，修繕箇所 があるが，

処理場というのは２４時間３６５日止められないので，水が流

れている状態で工事をやらなければならない た め ， 管 渠 が 受 け

る影響は大きい。処理場については，何本か水路が通っている

ので，止められる水路 ，止められない水路，排水に使うポンプ，

予備のポンプ な ど がある。今年度はここを修繕しなくてはいけ

ないとか，ここを止められるからこの工事をやろうとか，計画

的に行っているが，実際に水を抜いてみたら別のところのほう

がもっと悪い状態だったので，今年度分やろ う と 思 っ て い た も

のを翌年度に回した結果，優先した工事の金額が低かったなど，
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そういったことの積み重ねで金額に差が出てし ま い ， 市 町 村 に

はご迷惑をおかけしている実情がある。【吉澤委員】  

 

Ｑ：当該市の汚水排出量は年によって変わるものなので，汚水排出

量に基づき少し多めに集めておいて，実際の排出量が少なければ，

あとでお金が返ってくる ， という感じかと思っていた 。維持管理

など にかかる額は年によって結構大きい額になると思うので ， そ

もそもの 残金を返還するという 企業会計のやり方に問題があるの

ではと思った。お金の扱いとして不思議である。【佐藤委員】  

 Ａ：先ほど言い忘れたのだが，修繕費について，マンパワーが足

り な い 実情がある 。 積 算 や現 場 監 督 な ど も マンパワー が 不 足 し

ていると工事が 発注できない ，ということを補足したい。令和

２年度に企業会計へ移行し，まだ１年しか経ってないが，企業

会計にする理由として，経営判断がしやすいというのが１番の

理由である。 余 裕 を 見 て 予算を組んで いるので，この開きを詰

めていかないと い け な い とは 思 う が ， やりすぎると 収 入 を 丸 々

使 う こ とに な る 。 収入と支出の 算出の考え方が少し 違 う の で ，

差が生じて い る 。 ま た ， 不明水も 含 ん だ ト ータルの流入 量 で 計

算 す る ことになる の で ， 不明水の 分 ， 負担金も増える。 不 明 水

が ２割強あるが ， それが減らない限り ， 負担金も減ら な い 仕 組

み。質問の答えには なっていないかもしれないが ， こ う い っ た

実情である。【吉澤委員】  

 

Ｑ：市としても委員としても，会計状況を見るにあたって，お金が

多く戻ってくるというのは，注意が必要となる。そういうもので

あると考え， 上 手 く処理できるやり方があるならいいのだが ， こ

れは仕方がないことなのだろうか 。今回の収入に関しては ，収 入

と思ってはいけない性質のものと理解した。【佐藤委員】  

 Ａ：改めて吉澤委員の説明を聞き初めて分かったこともあるが，

市としては，施設を安全に管理していただくことが１番なので，

予算にある程度の余裕を持つことはやむを得ないと思っている。

あとは，余剰金が翌年度 の返還 に な ってしまう と 指 標 に 反 映 で

きず，指標 の 影 響 がわかりずらくなってしまうので，今後は年
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度内に出来るだけ 精 算 が済むよう県と相談していけたらと思っ

ている。【事務局】  

 

Ｃ：最後におっしゃられた年度内で決算するということが大事で，

県が ずれれば， 市もずれてしまうので， 要望をきちんとしていた

だければ と思う 。かかるものは かかるので仕方がないが， 年度内

にやっていけるよう報告してほしい。【落合委員長】  

 Ａ：その方向で県と相談していきたい。やむを得ず翌年度精算に

なってしまった場合は，よく分かるよう整理し，きちんと認識

できるようにしておきたい。【事務局】  

 

Ｃ：消費者としては，年度内に決算するかしないか，下水道使用料

の値上げ検討の際の重要な資料となると思うので，千葉県にはよ

ろしくお願いしたい。【沼澤委員】  

 Ａ：やむを得ず翌年度精算となった場合には，きちんと状況を把

握し，使用料の値上げ検討の際にも ， それを踏まえて判断でき

るようにしていきたい。【事務局】  

 

７  傍聴  

  傍聴者１名  

 

８  次回開催日時（予定）  

  令和４年２月２４日（木曜日）  


